
 
 

栃木県次期プラン策定要綱 
 
 

１ 次期プラン策定の趣旨 

  栃木県重点戦略「とちぎ未来創造プラン」は、本県の将来像として「人が育ち、地域が

活きる 未来に誇れる元気な“とちぎ”」を掲げた、５年間（令和３（2021）年度から令

和７（2025）年度）の県政の基本指針であり、現在、その実現に向け、各プロジェクトに

全力で取り組んでいるところである。 

  我が国においては、人口減少・少子高齢化による労働力・地域の担い手不足、気候変動

によるリスクの高まりのほか、デジタル化の急速な進展など、これまでにない時代の大き

な変化が生じている。 

  こうした社会経済環境の変化を的確に把握し、課題を乗り越え、県民と一緒にこれから

のとちぎづくりを進めていくための共通の目標と戦略を掲げる県政の基本指針が必要で

あることに変わりはない。 

  県では、引き続き、様々な課題に適切に対応し、本県の持続可能な発展と豊かで安定し

た県民生活の実現を図るため、新たな県政の基本指針となるプラン（以下「次期プラン」

という。）を策定する。 
 

２ 次期プランの性格と役割 

  次期プランは、中長期的な展望の下、県民とともに目指す本県の将来像を描き、その実

現に向けた政策展開の基本的な方向性を明らかにするとともに、今後５年間の目標や重点

的かつ戦略的に取り組む施策を示す県政の基本指針とする。 

  また、県民や行政、ＮＰＯ、企業、団体など、地域社会のすべての構成員が、課題認識

や価値観を共有しながら、将来像の実現を目指し、ともに歩んでいくための共通の目標と

いう役割も担うものとする。 

  なお、本計画は、まち・ひと・しごと創生法（平成26年法律第136号）第９条第１項に

規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略として位置付ける。 
 

３ 次期プランの計画期間 

  次期プランの計画期間は、21世紀中頃を展望した、令和８（2026）年度から令和12（2030）

年度までの５年間とする。 
 

４ 次期プランの内容 

  次期プランに記載する内容・項目は、次のとおりとする。 

 (1) 中長期的な展望を踏まえた本県の目指すべき将来像 

 (2) 将来像の実現に向けた政策展開の基本的な方向性に関する事項 

 (3) 今後５年間の目標とその達成のために重点的かつ戦略的に取り組む施策に関する事項 

 (4) その他次期プランを推進するために必要な事項 
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５ 次期プランの策定体制 

  次期プランの策定に当たっては、県議会をはじめ、広く県民の意見等を求めるとともに、

策定事務を円滑に進めるため、策定体制を次のとおりとする。 

 (1) 次期プラン策定懇談会の設置 

   「４ 次期プランの内容」に掲げる事項等について、意見を求め、それらを次期プラ

ンに反映させるため、知事が委嘱する学識経験者等の委員で構成する「次期プラン策定

懇談会」を設置する。 

 (2) 県民からの意見の聴取 

   県民の意見を次期プランに反映させるため、各種広報・広聴事業を活用し、広く県民

の意見を聴取するとともに、アンケート調査やパブリックコメント等を実施する。 

 (3) 県民への情報提供 

   県の広報誌やホームページ、各種の広報媒体などを活用して、次期プランの策定状況

等について、県民へ情報提供を行う。 

 (4) 市町の意向調査 

   県内市町の課題や意向を把握し、それらを次期プランに反映させるため、市町長の意

向調査や市町職員との意見交換等を実施する。 

 (5) 庁内体制の整備 

  ア 部局間の各種調整等を進めるため、「次期プラン策定調整会議」を設置する。 

  イ 次期プランの策定事務局は、総合政策部総合政策課に置く。 
 

６ その他 

 (1) この要綱に定めるもののほか、次期プランの策定に関し必要な事項は、別に定める。  

 (2) この要綱は、令和６（2024）年５月８日から適用し、次期プランの決定をもって廃止

する。  
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とちぎ未来創造プラン及びとちぎ創生１５戦略（第２期）

とちぎ未来創造プラン 令和３年度から５つの重点戦略、18のプロジェクトを推進

とちぎ創生１５戦略(第２期) 令和２年度から15の戦略を推進

令和８(2026)年度から
「とちぎ未来創造プラン」の次期プランと「１５戦略」の次期戦略を一本化
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県 議 会

外部有識者

県 民

市 町

・次期プラン検討会

・次期プラン策定懇談会および部会
・次期プランの意見聴取

・パブコメ
（第１次素案、第２次素案）

・各種調査
（県民意向調査、イメージ調査、
若者意向調査等）

・市町長意向調査
・市町村長会議
・地方創生推進会議 等

【庁内検討体制】

庁 議 知 事 協 議

（審議、調整）
○ プラン策定要綱
○ 第１次素案
○ 第２次素案
○ 最終案

（協議）
○ 基本的な考え方
○ 懇談会設置
○ プラン構成
○ プロジェクト 等

次期プラン策定調整会議
（各部局スタッフ）

次期プラン策定事務局
（総合政策課）

各部局に関連する重要な事項の検討・調整

ワーキンググループ等

本県の課題等を抽出し、対応を検討

次期プラン策定体制
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栃木県次期プラン策定懇談会設置要綱  
 

 （設置） 

第１条 県政の基本指針となる次期プランの策定に当たり、栃木県議会、市町村、関係団体等から

幅広く意見等を聴取するため、栃木県次期プラン策定懇談会（以下「策定懇談会」という。）を

設置する。 

 （所掌事項） 

第２条 策定懇談会は、次の事項を所掌する。 
 (1) 次期プランの検討に関すること。 

 (2) その他次期プランの策定に必要な事項に関すること。 

（組織） 

第３条 策定懇談会は、委員 35 名程度をもって組織する。 
２ 策定懇談会の委員は、栃木県議会の議員、市町村の長を代表する者、関係団体の役員、学識経

験のある者、公募により選考された者等のうちから知事が委嘱する。 

３ 前項の委員の任期は、委嘱の日から令和８(2026)年３月 31 日までとする。ただし、補欠の委員

の任期は、前任者の残任期間とする。 
４ 第２項に規定する委員の公募に関する取扱いについては、知事が別に定める。 

 （会長） 

第４条 策定懇談会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理する。 
３ 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。 

 （会議） 

第５条 策定懇談会の会議は、会長が招集する。 

２ 会長は、必要があると認めるときは、策定懇談会に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴

取することができる。 

 （部会） 

第６条 策定懇談会には、専門的事項を検討するため、部会を置くことができる。 

２ 部会は、会長の諮問に応じ、検討を行い、その結果を報告する。 
３ 部会の委員は、策定懇談会の委員のうちから、会長が指名する。 

４ 前２項に定めるもののほか、部会の組織及び運営については、前２条の規定を準用する。 

 （庶務） 

第７条 策定懇談会の庶務は、総合政策部総合政策課において処理する。 
 （委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、策定懇談会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 
 

附 則 
１ この要綱は、令和６(2024)年５月８日から施行し、令和８(2026)年３月 31 日限り、その効力を

失う。 

２ 第５条第１項の規定にかかわらず、この要綱施行後の最初の策定懇談会は知事が、最初の部会

は会長が招集する。 
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栃 木 県 次 期 プ ラ ン 策 定 懇 談 会 委 員 名 簿 

 
令和６(2024)年９月１日現在  

氏  名 役 職 等  氏  名 役 職 等 

朝野
あ さ の

 春 美
は る み

 (公社)栃木県看護協会会長  新谷
しんたに

 由里子
ゆ り こ

 白鷗大学教育学部教授 

池田
い け だ

 裕 一
ひろかず

 宇都宮大学地域デザイン科学部教授  須賀
す か

 英 之
ひでゆき

 宇都宮共和大学・宇都宮短期大学学長 

石井
い し い

 大一
だいいち

朗
ろう

 宇都宮大学地域デザイン科学部教授  関谷
せ き や

 暢 之
のぶゆき

 栃木県議会議員 

石
い し

﨑
ざ き

 倫 子
の り こ

 (株)下野新聞社宇都宮総局長  滝田
た き た

 純 子
じゅんこ

 (一社)栃木県医師会常任理事 

石
い し

濱
は ま

 辰 郎
た つ お

 
栃木県地球温暖化防止活動推進 

センター事務局長 
 谷

た に

黒
ぐ ろ

 克
か つ

守
もり

 (一社)栃木県建設業協会会長 

江波戸
え ば と

 佳子
よ し こ

 
栃木県生活協同組合連合会 

アドバイザー 
 丹

た ん

 和 子
か ず こ

 
日本労働組合総連合会栃木県連合会 

副会長(女性委員会委員長) 

大嶋
お お し ま

 淳
あ つ

俊
とし

 
宇都宮大学データサイエンス 

経営学部教授 
 戸張

と ば り

 靖 久
やすひさ

 公募委員 

大束
お お つ か

 絵
え

梨
り

 道の駅明治の森・黒磯 駅長  中川
な か が わ

 享 子
きょうこ

 NPO法人栃木県防災士会理事 

小野
お の

 篤 司
あ つ し

 宇都宮短期大学人間福祉学科准教授  野呂
の ろ

 千鶴子
ち ず こ

 
国際医療福祉大学大学院医療福祉学

研究科教授 

金谷
か な や

 淳
あ つ

美
み

 日光パークボランティア会長  橋本
はしもと

 真理子
ま り こ

 
とちぎの木を活かす女子の会 

～木輪～会長 

蟹江
か に え

 教 子
の り こ

 宇都宮共和大学子ども生活学部教授  早川
はやかわ

 公
こう

一郎
いちろう

 
(株)足利フラワーリゾート 

代表取締役社長 

児玉
こ だ ま

 博
ひ ろ

昭
あき

 日本大学法学部教授  早川
は や か わ

 尚
な お

秀
ひで

 栃木県市長会(足利市長) 

小林
こ ば や し

 圭 介
けいすけ

 栃木県CMO  福田
ふ く だ

 清 美
き よ み

 栃木県私立保育連盟会長 

小林
こ ば や し

 忠
た だ

広
ひろ

 
(株)セブンハンドレッド 

代表取締役社長 
 藤井

ふ じ い

 昌一
しょういち

 (一社)栃木県商工会議所連合会会長 

小山
こ や ま

 裕 三
ゆうぞう

 佐野日本大学短期大学学長  星野
ほ し の

 光
み つ

利
とし

 栃木県町村会(上三川町長) 

近藤
こ ん ど う

 千
ち

園
その

 公募委員  三田
み た

 妃路佳
ひ ろ か

 
宇都宮大学地域デザイン科学部 

准教授 

島川
し ま か わ

 博
ひ ろ

行
ゆき

 
(独)日本貿易振興機構栃木貿易情報

センター所長 
 宮下

み や し た

 陽 子
よ う こ

 栃木県自閉症協会会長 

清水
し み ず

 和 幸
かずゆき

 (一社)栃木県銀行協会会長  山形
やまがた

 修
しゅう

治
じ

 栃木県議会議員 

白田
し ろ た

 純 子
じゅんこ

 
ヤマゼンコミュニケーションズ(株)

取締役 
 和久井

わ く い

 要子
よ う こ

 
栃木県農業協同組合中央会農業対策

部長 

（以上38名・五十音順・敬称略） 

0242942
テキストボックス
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事務局知事協議・庁議
次期プラン検討会

(議 会)
策定懇談会等

(外部有識者等)
月年度

基本的事項・スケジュール案等の検討第１回知事協議１

Ｒ５ ２

第１回３

策定要綱・県民等からの意見聴取（調査）の検討第２回知事協議４

Ｒ６

庁議第２回策定要綱の制定５

６

懇談会委員の検討、各種調査結果の整理第３回知事協議第３回７

時代の潮流ととちぎの課題等の整理第４回知事協議８

第４回第１回懇談会９

第５回10

第６回11

第７回12

第１次素案の検討第５回知事協議第８回１

第２回懇談会２

パブコメの実施３

４

Ｒ７

第１次素案の修正第６回知事協議５

第３回懇談会６

７

部会開催８

９

第２次素案の検討第７回知事協議部会開催10

第４回懇談会11

パブコメの実施12

最終案の検討第８回知事協議第５回懇談会１

庁議公表２

次期プラン策定スケジュール

未 定
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